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　厚労省は、10月から先発医薬品（後発品のある長期

収載品）を使用した場合、先発医薬品と後発医薬品の

薬価差額を保険給付外（自費扱い）とし、その金額を

窓口負担金とは別に患者から徴収する仕組みとするこ

とを決めた（長期収載品の選定療養費制度）。

　対象医薬品リスト（７月12日更新分）は1,095品

目、歯科で使用頻度の高い医薬品は約100品目にのぼ

る。

　ただし、対象医薬品であっても従来どおりの保険給

付となる場合も多いため詳細を解説する。

選定療養費制度の対象と患者負担
　後発医薬品のある先発医薬品で長期収載されている

薬剤を投薬または注射した場合（入院中は対象外）に

ついて、後発品との差額の１／４を患者から徴収する。

【適用範囲】入院中の患者は対象外

　歯科点数表　Ｆ200　投薬，Ｇ100　注射

対象医薬品について
　対象医薬品は、①後発品が初めて薬価基準に収載さ

れた日の属する月の翌月の初日から起算して５年が経

過している医薬品でかつ後発品置き換え率が１％以上

のもの②５年が経過してない医薬品で、かつ後発品の

置き換え率が50％以上のもの――に限る。

　対象医薬品リストは、厚労省のＨＰからも検索（選

定療養：「対象医薬品リスト」）できるが、歯科で使用

頻度の高いものをまとめた表を協会ＨＰ「会員ペー

ジ」に掲載している。その一部抜粋を

紹介する。

厚労省ＨＰのＱＲコード

　「後発医薬品のある先発医薬品

　（長期収載品）の選定療養について」

【対象となる医薬品の例（厚労省マスタ抜粋）】

　・ボルタレン錠25㎎

　・ロキソニン細粒10％

　・ロルカム錠２㎎　・ロルカム錠４㎎

　・セフゾン細粒小児用10％

　・ジスロマック細粒小児用10％

　・ジスロマック錠250㎎

　・ミノマイシンカプセル100㎎

　・クラビット細粒10％

　・クラビット錠500㎎

　・アフタゾロン口腔用軟膏0.1％

選定療養費制度の対象とならない場合
　対象医薬品であっても全て選定療養費制度の

対象とは限らない。下記のような場合は、保険

給付となる。

① 歯科医師が医療上必要があると認めた

場合（表１参照）

② 後発医薬品を提供することが困難な場

合*（７月12日疑義解釈（その１））

　＊ 提供することが困難な場合とは、医

院で後発医薬品を採用していない場

合も含む

【院内処方の場合】
　院内処方の場合、選定療養費の対象医薬品で

あっても、その後発医薬品を院内で採用せず先

発品のみを常備する場合は保険給付となる（以

下疑義解釈参照）。

　万が一、選定療養費制度の対象となる場合に

ついての計算方法は、次号４面で解説する。

　ただし、院内処方で先発品・後発品ともに用

意し、患者が先発品を希望した場合など極めて

まれなケースとなるため、歯科ではあまり発生

しない。

【処方箋の場合】
　10月１日から処方箋の様式が変更となる。

　前述の通り、「医療上必要があると認めた場合」

は、選定療養の対象医薬品であっても保険給付とな

る。

　その場合、処方箋の「変更不可（医療上必要）」欄

に「 」または「×」を記載し、「保険医署名」欄に

署名または記名・押印する（図１参照）。

　記載がない場合、薬局で患者聴き取りがあり患者が

「患者希望」と答えると、選定療養の対象となる可能

性があるため注意が必要となる。

院内掲示について
　医療上の必要性があると認められる場合などは保険

給付し、患者の希望で選定療養費制度の対象となる場

合はその費用を徴収することを院内掲示する。自ら管

理するＨＰがある場合は、同様の内容を掲載する（経

過措置期間：2025年５月31日まで）。院内掲示の見本

は、厚労省ＨＰに掲載されている（前述ＱＲコードか

ら）。

社保研究部だより社保研究部だより

薬剤長期収載品の選定療養費の取り扱い薬剤長期収載品の選定療養費の取り扱い（10月１日から）（10月１日から）

（表１）医療上の必要があると認められる場合　疑義解釈（その１）７月12日付け抜粋

図１　10月１日からの処方箋様式　
　　　　（選定療養とならない場合の例）

　歯科医師が、次のように判断する場合

① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、当該患者の疾病に対する治療において長期収
載品を処方等する医療上の必要があると医師等が判断する場合

② 当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差
異があったと医師等が判断する場合であって、安全性の観点等から長期収載品の処方等をする医療上の必要があると判断する場合

③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されて
おり、それを踏まえ、医師等が長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合

④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上
の必要があると判断する場合。ただし、単に剤形の好みによって長期収載品を選択することは含まれない

効能・効果の差異に関する情報が掲載されているサイトの一例
・PMDAの添付文書検索サイト
・日本ジェネリック製薬協会が公開する「効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト」

７月12日 疑義解釈（その１）抜粋

▶ 問７　院内採用品に後発医薬品がない場合

は、「後発医薬品を提供することが困難な場

合」に該当すると考えて保険給付してよい

か。

（答 ）患者が後発医薬品を選択することが出来

ないため、従来通りの保険給付として差し

支えない。

▶ 問10「当該保険医療機関または保険薬局にお

いて、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後

発医薬品を提供することが困難な場合」につ

いて、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支

障が生じている品目かどうかで判断するので

はなく、あくまで、現に、当該保険医療機関

又は保険薬局において、後発医薬品を提供す

ることが困難かどうかで判断するということ

でよいか。

（答）そのとおり。

保険医　太郎

①【先】ボルタレン錠25mg　１錠 
疼痛時、屯服 ３回分 
―――― 以下 余白 ――――

最後に
　協会・保団連は、公的医療保険制度を

根底から崩壊させかねない選定療養費制

度の拡大に反対している。

　今回の制度拡大は、今までの差額ベッ

ド代や予約診療などとは大きく異なり、

治療の要となる医薬品を保険給付外と

し、患者に負担を強いることとなる。

　歯科においても歯科用金属の保険外し

などが懸念される。これ以上、患者負担

増につながる選定療養費制度の対象拡大

させない取り組みが一層重要となる。

９月９日現在


